
建 管 第 1 2 5 5 号

令和７年(2025年)12月12日

一般社団法人 北海道水産土木協会会長 様

農政部農村振興局事業調整課長

水 産 林 務 部 総 務 課 長

建設部建設政策局建設管理課長

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年年法律第127号）の改正

に伴う工事費内訳書記載内容に係る当面の取扱いについて

日頃より北海道における建設行政の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、令和７年12月12日に施行される「建設業法等の一部を改正する法律」（令和６年法律第49号）

により、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成12年法律第127号）が改正さ

れ、施行日以後に誘引が行われる入札においては、入札時に提出する工事費内訳書（以下「内訳書」

という。）に、材料費等の必要経費を内訳として記載することが必要とされたところです。

道においては、システム改修により材料費等を含む新たな内訳書様式を提示できるよう準備を進

めておりますが、様式改修に一定の期間を要することから、システム改修が完了するまでの間、従

前どおり道が示す内訳書様式における項目が全て記載されている場合には、当該内訳書に係る入札

を無効としないこととするので、各会員の皆様に対し周知していただきますようお願いいたします。

農政部農村振興局事業調整課主査（事業契約）

水 産 林 務 部 総 務 課 管 理 係

建設部建設政策局建設管理課工事管理係
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総 行 行 第 50 4 号 

国不入企第102号 

令和７年11月18日 

 

 

各都道府県担当部局長 殿 

（市区町村担当課、財政担当課、入札契約担当課扱い） 

各都道府県議会事務局長 殿 

（議会事務局扱い） 

各指定都市担当部局長 殿 

（財政担当課、入札契約担当課扱い） 

各指定都市議会事務局長 殿 

（議会事務局扱い） 

 

 

 

総 務 省 自 治 行 政 局 行 政 課 長    

（ 公 印 省 略 ）        

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長    

（ 公 印 省 略 ）        

 

 

 

公共工事の発注における入札金額の内訳について（通知） 

 

 令和６年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律（令和６年

法律第49号。以下「改正法」という。）により、公共工事の入札及び契約の適

正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」

という。）が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共

工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として

国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内

訳を記載しなければならないこととされました（入札契約適正化法第12条）。

これを踏まえ、入札金額の内訳の取扱いについて、下記のとおり運用上の留意

点をお示ししますので、格別の配慮をお願いいたします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村（指定都市を除く。）及び

議会に対しても周知をお願いいたします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項に基

づく技術的な助言であることを申し添えます。  
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記 
 

１．入札金額の内訳を記載した書類（以下「内訳書」という。）については、見

積能力のない者や見積りをせずに入札に参加する者を排除するため、全ての

入札参加者についてその提出を求めること自体に大きな意義があります。そ

の上で、提出された内訳書については、各発注者の体制に応じ、適切に確認を

行うことが求められます。 

 

２．なお、通常、開札から直ちに行われる再度入札については、内訳書の再提出

は物理的に困難であると考えられることから、内訳書については、最初の入札

に係る申込みの際の提出を想定しています。ただし、発注者の判断により再度

入札において提出を求めることを否定するものではありません。 

 

３．提出された内訳書の具体的な取扱いについては、 

・ 公告等において入札説明書等に定めることにより、内訳書の内容に不備

（例えば入札書の提出者名の誤記、工事件名の誤記、入札金額と内訳書の総

額の著しい相違等）がある場合には、原則として当該内訳書を提出した者の

入札を無効とすること 

・ 低入札価格調査の際に他の入札参加者の内訳書の内容と比較する等によ

り活用すること 

・ 談合情報が寄せられた場合等談合の可能性が疑われるときに、提出された

内訳書の内容を比較する等により、必要に応じて、入札手続を中止する、関

係機関に内訳書を提出する等の対応をとること 

 などが考えられます。また、既に独自の取扱いを行っている発注者におかれて

は、本通知の内容に適合することを確認した上で、その取扱いを継続していた

だいても差し支えありません。 

 

４．内訳書の確認の時期については、公正性の観点から入札書及び内訳書の提出

期限後とする必要があります。 

 

５．内訳書には、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正

な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその

他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならない

ため、これらを反映した様式を事業者等に示すなど、発注者は適切な対応を行

うことが求められます。 

 

６．土木工事・建築工事で用いる内訳書の例について参考としてお示しいたしま

す（別添１、２）。また、工事発注量の少ない発注者を想定した簡易な内訳書

の例を別添３のとおり作成しましたので、必要に応じてご活用ください。なお、

様式の見直しに時間を要するなどの場合においては、改正法により新たに明

示することとなった費用について、既存様式の欄外での明示又は別様式によ

る提出でも差し支えありません。 

 

７．改正法により新たに明示することとなった費用の提出・確認については、改
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正法の公布の日から起算して１年６月を超えない範囲において政令で定める

日から施行されますが、施行の際現に入札に付されている公共工事について

は、柔軟な対応を行うことは差し支えありません。 

 

 

別添１：土木工事で用いられる内訳書の例 

別添２：建築工事で用いられる内訳書の例 

別添３：工事発注量の少ない発注者を想定した簡易な内訳書の例 

 

附則 

１．この通知は、改正法の公布の日から起算して１年６月を超えない範囲におい

て政令で定める日から施行する。 

２．「建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う入札金額の内訳書の取扱い

について」（平成 26 年 12 月 25 日付け総行行第 273 号、国土入企第 22 号）に

ついてはこの通知の施行とともに廃止する。 



令和  年  月  日

○○殿 住所

商号又は名称

代表者　氏名

工事名：○○○○工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額

道路改良 式 1

　道路土工 式 1

　　掘削工 式 1

　　　掘削 m3 10,000

　　　･･･ ･･･

直接工事費 式 1

　うち材料費 式 1

　うち労務費 式 1

共通仮設費 式 1

　共通仮設費（率計上） 式 1

純工事費 式 1

　現場管理費 式 1

　　うち法定福利費の事業主負担額 式 1

　　うち建退共制度の掛金 式 1

工事原価 式 1

　うち安全衛生経費 式 1

一般管理費等 式 1

工事価格 式 1

消費税相当額 式 1

工事費計 式 1

注）本内訳書は、第１回の入札に際し提出を求めるものである。
注）発注者が提示する本工事の数量総括表の工種、種別、細別に対応して単価、数量、金額を記入するものとする。

工　事　費　内　訳　書

別添１



令和  年  月  日

支出負担行為担当官

　○○　○○殿

住所

商号又は名称

代表者　氏名

工事名：○○○○工事

工事内訳

名称 数量 単位 金額 備考

直接工事費 1 式

　うち材料費 1 式

　うち労務費 1 式

計

共通費

　共通仮設費 1 式

　現場管理費 1 式

　　うち建退共制度
　　の掛金

1 式

　　工事原価のうち
　　現場労働者の
　　法定福利費の
　　事業主負担額

1 式

　　工事原価のうち
　　安全衛生経費

1 式

　一般管理費等 1 式

計

工事価格 1 式

工　事　費　内　訳　書

別添２



直接工事費　種目別内訳

名称 摘要 数量 単位 金額 備考

直接工事費

　Ⅰ　庁舎 構造、規模　新築 1 式

　Ⅱ　囲障 新設 1 式

　Ⅲ　構内舗装 新設 1 式

　Ⅳ　屋外排水 新設 1 式

　Ⅴ　植栽 新植 1 式

計

共通費

　共通仮設費 1 式

　現場管理費 1 式

　　うち建退共制度
　　の掛金

1 式

　　工事原価のうち
　　現場労働者の
　　法定福利費の
　　事業主負担額

1 式

　　工事原価のうち
　　安全衛生経費

1 式

　一般管理費等 1 式

計

合計（工事価格） 1 式

消費税等相当額 1 式

総合計（工事費） 1 式



直接工事費　科目別内訳

名称 摘要 数量 単位 金額 備考

Ⅰ　庁舎

　1.直接仮設 1 式

　2.土工 1 式

　3.地業 1 式

　4.鉄筋 1 式

　5.コンクリート 1 式

　6.型枠 1 式

　7.鉄骨 1 式

　8.既成コンクリー
ト

1 式

･･･



直接工事費　中科目別内訳

科目名称 中科目名称 数量 単位 金額 備考

Ⅰ　庁舎

　1.直接仮設 1 式

計

　2.土工 1 式

計

　3.地業 (1)地業 1 式

(2)既成ｺﾝｸﾘｰﾄ杭地業 1 式

(3)場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭
地業

1 式

計

　4.鉄筋 (1)躯体 1 式

(2)外部仕上 1 式

(3)内部仕上 1 式

計

　5.コンクリート (1)躯体 1 式

(2)外部仕上 1 式

(3)内部仕上 1 式

計

･･･



直接工事費　細目別内訳

名称 摘要 数量 単位 金額 備考

1.直接仮設

　遣方 1 式

　墨出し 1 式

　養生 1 式

　整理清掃後片付け 1 式

　外部足場 1 式

　（地足場） 1 式

　内部躯体足場 1 式

　内部仕上足場 1 式

　災害防止 1 式

　仮設材運搬 1 式

計

･･･



令和  年  月  日

　○○　○○殿

住所

商号又は名称

代表者　氏名

工事名

※1　建築用の場合、「工事原価のうち法定福利費の事業主負担額」

※2　建築用の場合、「工事原価のうち安全衛生経費」

工事価格 Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ

　うち安全衛生経費（※2）

　うち法定福利費の事業主負担額（※1）

　うち建退共制度の掛金

一般管理費等 Ｄ

　うち労務費

共通仮設費 Ｂ

現場管理費 Ｃ

　雑工 ｄ

直接工事費 Ａ（ａ＋ｂ+ｃ+ｄ）

　うち材料費

　土工 ａ

　法面工 ｂ

　擁壁工 ｃ

工　事　費　内　訳　書

○○事業（○○）　道路改良工事

工種等 金額（円）

道路改良 Ａ

別添３
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